
高槻市 政策財政部 契約検査課　０７２－６７４－７５０２

水道部 総務企画課　０７２－６７４－７９５２

１　最低制限価格の事後公表を拡大します

　　
　平成２６年４月から、建設工事に係る入札案件の、最低制限価格の事後公表を適用する範囲

を、以下のとおり拡大します。

　最低制限価格を下回る入札は、失格となりますので、ご注意ください。

　※ 指名競争入札は、予定価格にかかわらず事前公表とします。

２　暴力団排除に関する「誓約書」の提出について

　　

　対象：公共工事等の契約金額５００万円以上の契約相手及び下請負人等（※）

　　　　　※下請負人等は、下請契約が５００万円以上を対象とし、施工体系図に記載されない

　　　　　　 資材・原材料等の納入業者を含みます。　　　

２，０００万円以上（平成２６年３月公告分まで）

制限付一般競争入札

８００万円以上（平成２６年４月公告分から）

平成２６年３月６日

平成２６年度　入札契約制度の変更について

（ お 知 ら せ ）

平成２６年度の入札契約制度の主な変更点についてお知らせします。

予定価格 入札方式

　平成２６年４月から、高槻市暴力団排除条例が施行されます。これに伴い、高槻市契約からの

暴力団排除に関する措置要綱を制定しましたので、公共工事等からの暴力団の排除に関する

措置として、暴力団員及び暴力団密接関係者でない旨の「誓約書」の提出が契約締結時に必要

となります。



３　中間前金払制度を導入します

　平成２６年４月から、建設工事において、着工時の前金払（契約金額の４０％以内、限度額３億

円）に加え、下記の要件を満たす場合に、中間前金払（契約金額の２０％以内、限度額１億円）を

受けることができます。ただし、請求にあたっては、保証事業会社の保証が必要です。

　　要件①既に前金払の支払を受けていること。

　　　　　②工期が４か月以上であること。

　　　　　③工期の２分の１を経過していること。

　　　　　④工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。

　　　　　⑤既に行われた作業に要する経費が契約金額の２分の１以上に相当する金額である

　　　　　　 こと。

　また、前金払及び中間前金払の対象は、契約金額１３０万円を超える建設工事とし、前金払

の限度額を３億円に変更します。

４　社会保険加入促進について

　平成２６年１０月から、建設工事の制限付一般競争入札における入札参加に必要な資格とし

て、社会保険の加入を条件とします。未加入の事業者は落札者となることができません。ただ

し、法令により適用除外とされる事業者は除きます。

　また、今後も社会保険の加入促進対策を行っていきますので、下請負人等に対する周知啓

発や加入状況の把握、加入の奨励等をお願いいたします。

５　設計図書等の販売店が増えます

　平成２６年４月から、制限付一般競争入札の参加時に購入が必要となる設計図書の販売店

が、下記の３店舗となります。

　　　　　・㈱カンプリ　京口店　（高槻市京口町９－１　℡０７２－６７０－４４００）

　　　　　・大和写真工業㈱　高槻支店　（高槻市明田町１－１２　℡０７２－６８１－１８０５）

　　　　　・ビジネスサービス㈱　（高槻市番田２－１１６－５　℡０７２－６７８－１１００）　

その他のお知らせ



６　電子入札システムの切替に伴う設定作業のお願い

　電子入札システムの切替に伴い、電子入札に参加するためには、新たな設定作業が必要とな

ります。現行の設定では平成２６年４月以降の電子入札に参加できなくなります。設定作業の詳

細は下記のＵＲＬに記載しておりますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

　特に、４月上旬の発注案件に参加される場合は、３月２０日までに設定作業を行っていただく

ことをお勧めします。

　３月２０日（木）午後６時までに確認する場合　http://www.nyusatsu.elga.jp/

　４月　１日（火）午前９時以降に確認する場合　http://www.nyusatsu.ebid-osaka.jp/
 （３月２０日（木）午後６時から４月１日（火）午前９時までの間は、利用できません。）

　ご不明な点につきましては、ＩＣカードを購入した対応認証局、もしくはコールセンターにお問い

合わせください。

　コールセンター　℡０６－６９４８－１３６６

７　制限付一般競争入札の発注予定

１日（火） ４日（金） ８月 １日（金） ２２日（金）

１８日（金） ９月 １２日（金）

２日（金） １６日（金） １０月 ３日（金） １７日（金）

３０日（金） １１月 ７日（金） ２１日（金）

６月 １３日（金） ２７日（金） １月 ９日（金）

７月 １１日（金）

 ※公告日を変更・追加する場合は、市ホームページにてお知らせします。

　（１）公表時刻は午後５時を予定しています。市ホームページのメニュー「入札・契約」で公表す

　　　 るほか、契約検査課掲示板、法務課行政資料コーナー（１階１４番）でもお知らせします。

　（２）４月１日公告の制限付一般競争入札については、積算期間が短期となることから、参加資

     　格の一部を、３月２８日に市ホームページのメニュー「工事の発注見通し」に公表する予定

　　　 です。

公　告　日 公　告　日

４月

５月



８　手持ち工事数の制限と、申込みできる件数の制限に変更はありません

　（１）手持ち工事数の制限

　　　手持ち工事数の制限は、最高３件（準市内業者は１件）です。

　　　手持ち工事とは、本年度の市内・準市内業者を対象とした制限付一般競争入札（水道部を

　　含む）において落札した案件 （契約手続中、低入札価格調査中及び共同企業体受注を含む

　　高槻市が発注した工事）で、完成検査の完了していないものとします。

　　※「手持ち工事数」及び「申込みできる件数」の判断基準日は、公告日現在とします。

　（２）申込みできる件数の制限

　　　 同一公告日に発注する案件において、申込みできる件数は、手持ち工事数の制限と合わ

　　せて次の表のとおりです。なお、技術者の専任配置ができる範囲に限ります。

　　　また、市内業者の第２希望登録業種については、最大で１件となります。

【同一公告日に申込みできる件数】　

　 ※共同企業体結成を条件にした入札案件は、代表者及び構成員を問わず、それぞれ１件と

　　　カウントします。

　（３）測量・建設コンサルタント等業務委託に係る制限付一般競争入札については、市内、市外

　　　業者とも（２）表の市内業者が申込みできる件数を準用します。

　（４）市内・準市内の制限を付さない建設工事に係る制限付一般競争入札については、手持ち

　　　工事数及び申込みできる件数の制限を適用しません。

　（５）平成２６年度新規業者は、平成２６年度の制限付一般競争入札に参加することはできませ

　　　ん。（ただし、過去３年以内に入札参加資格者名簿に登録されていた新規業者については、

　　　４月より入札への参加を認めます。）

　

　

申込みできません

申込みできません

第１希望・第２希望（１件のみ）合わせ　３件

第１希望・第２希望（１件のみ）合わせ　２件

第１希望・第２希望（１件のみ）合わせ　１件

市内業者

 第１希望・第２希望いずれか１件

手持ち工事数

３件

なし

１件

２件

準市内業者


